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いつもお引き立ていただき、誠にありがとうございます。ご多用中大変恐縮ではございますが、お手続き・ご契約の継続に必要な保険料を当社指定口座へお振り込みいただきますようお願い申しあげます。
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■お振込み時の注意点
１． ゆうちょ銀行または郵便局から現金でのお振り込みはできません。
２． 必ず「電信扱」でお振り込みください。
３． 「ご依頼人」の「フリガナ」は必ず次のとおりご記入またはご入力ください。
　　　≪お申込時のお振り込みの場合≫
    　　 「１０」＋「１１桁の申込番号 」＋「 ご契約者さまご本人のお名前フルネーム（法人契約の場合は法人名） ※ 」
⇒（例）１０５２３Ｃ１２３４５６７シンジュクタロウ
≪ご契約成立後のお振り込みの場合≫
「８桁または１１桁の証券番号」＋「ご契約者さまご本人のお名前フルネーム（法人契約の場合は法人名）※」
⇒（例）１２３４５６７８シンジュクタロウ　または　ア１２３４５６７８９０１シンジュクタロウ
      ※ 法人名義の場合は、法人格を（   ）で省略できます。また、代表者格以降も省略できます。
　　　※ ご依頼人名義の入力文字数が不足する場合には、「ご契約者さまフルネーム（法人契約の場合は法人名）のみ」を入力してください。
４． １０万円超のお振り込みの場合は、以下の点にご注意ください。
    ［    ＡＴＭでのお振り込み    ］本人確認手続き済みのキャッシュカードが必要です。
    ［ 金融機関窓口でのお振り込み ］本人確認書類が必要です。

■領収日について
   「領収日」は、お振り込み金が当社の指定口座に着金した日となります。

■領収証の発行について
   領収証の発行はいたしません。

■ご契約のお申し込みやお手続きをお引き受けできない場合
   ご契約のお申し込みやお手続きをお引き受けできない場合もございます。その場合は、お振り込みいただいた保険料充当金をすみやかにお返しいたします。この場合、利息が付きませんのでご了承願います。

■ご契約お申し込みの撤回（クーリング・オフ制度）のご案内　（新規ご加入の場合）
1． 申込者様またはご契約者様（以下「申込者様等」といいます。）は、保険契約の「申込日」または「第1回保険料充当金の領収日（着金日）」のいずれか遅い日（注）から、その日を含めて１５日以内であれば、書面によりご契約のお申し込みの撤回またはご契約の解除（以下「お申し込みの撤回等」といいます。）をすることができます。ただし、下記５．の場合を除きます。
（注）責任開始期に関する特約を付加している場合は、「申込日」となります。
2． お申し込みの撤回等は、書面の発信時（郵便の消印日付）に効力を生じます。必ず郵便により前記1．の期間内（15日以内の消印
有効）に当社営業店または本社あてに発信してください。
この場合、書面には申込者様等の氏名・住所に加えて申込番号か証券番号のいずれかを記載いただき、必要事項を記載した書面に自署したうえ、お申し込みの撤回等をする旨記載してください。
3． お申し込みの撤回等があった場合、当社は申込者様等にお振り込みいただいた第1回保険料充当金を全額お返しいたします。
4． お申し込みの撤回等の書面の発信時に、保険金・給付金など（保険料のお払込みの免除を含みます。）のお支払い事由が生じている場合は、お申し込みの撤回等の効力は生じません。ただし、お申し込みの撤回等の書面の発信時に、前記お支払い事由が生じている事を知っている場合を除きます。
5． 次の場合にはお申し込みの撤回等をすることができません。
・　当社が指定した医師の診査を受診された場合  　・　債務履行の担保のための保険契約（質権設定契約）の場合
・　ご契約の内容変更（特約の中途付加等）の場合　・　ご契約者様が事業のために事業契約としてお申し込みをされた場合
・　団体保険契約の場合
6． 本制度は、当振込依頼書を追加払込みに対して使用した場合には適用いたしません。
※お申し込みの撤回等と行き違いに保険証券が到着した場合は、当社営業店または本社あてにご連絡をお願いいたします。

image1.gif
SOMPOUEDODAGREKRZ 4




